
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 11月 9日 第 29‐22号 

 お知らせ                     

        
「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。     ⑬ページ  ②ページ    「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

   ①皆さんのご意見をお聞かせください～パブリック・コメント手続制度～          
  
次の 2つの案件について、パブリック・コメントを行います。皆さんのご意見・ご提案をお聞

かせください。 

「パブリック・コメント手続制度」は、市の主要な施策や事業の立案を行う際に、素案を広く

公開し、ご意見やご提案をできる限り反映させるという制度です。実施期間中は市ホームページ、

笠間市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で素案を閲覧できます。（市ホームページ⇒「パ

ブリックコメント」で検索） 

意見の提出方法 

 氏名、住所を記載の上、提出先に直接または郵送、FAX、メールで提出してください（書式自由）。 

※いただいたご意見は、市からの回答とともに市ホームページに掲載します。 
 
案件名 笠間市火災予防条例の一部を改正する条例（案） 

案の趣旨 消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を 

利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて、火 

災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正お 

よび消防用設備等の適正な設置促進に資することを目的に改正するものです。 

募集期間 11月 20日（月）～12月 11日（月） 

提出先・問 消防本部予防課 ℡ 0296-73-0119  FAX 0296-72-9910 

メール info@city.kasama.lg.jp 〒309-1631 笠間市箱田 2564  
 
案件名 笠間市高齢者福祉計画介護保険事業計画（案） 

案の趣旨 本計画は、平成 27年度から取り組んできた計画が平成 29年度で終了することを 

受け、平成 30年から 32年までの 3年間の高齢者福祉施策および介護保険事業に 

ついて取り組むべき事項を定めるものです。 

本計画を策定することにより、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年） 

の高齢者の状況やサービスの中長期的な水準等を見据えて、総合的かつ体系的に 

整理し、高齢者の福祉や介護の課題に対応することを目指します。「相互に支え 

あい、優しさと心が通いあう地域づくり」を基本理念とし、中長期的な視野に立 

ち、地域の人材や社会資源を生かして地域の将来の姿を踏まえたまちづくりを推 

進します。 

第 7期計画では、保健・福祉・介護・医療との連携をさらに具体化させ、高齢者 

が安心して日常生活を過ごし、誇りを持って自分らしく生きることができる社会 

の実現を目指します。 

募集期間 11月 28日（火）～12月 18日（月） 

提出先・問 高齢福祉課（内線 169）FAX 0296-77-1162 メール info@city.kasama.lg.jp 

 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 
 

           ②臨時福祉給付金の申請はお済みですか              
 
 平成 29 年度臨時福祉給付金（経済対策分）について、対象者には 5 月末と 9月末に申請書を

お送りしていますが、まだ申請がお済みでない方は、まもなく申し込み期間が終了しますので、

早めにお手続きください。 

なお、申請の際は本人確認証の写し等の添付書類を忘れないよう、ご注意ください。申請書を

紛失された方は、社会福祉課、各支所福祉課の窓口で再発行します。対象と思われる方で、申請

書が送られていない場合は、お問い合わせください。 

対象 平成 28年 1月 1日に住民票が笠間市にある方で、平成 28年度の住民税が非課税の方。 

ただし、本人が非課税であっても、課税者の扶養となっている場合は対象外となります。 

申請期限 11月 30日（木） 

問 社会福祉課（内線 180）、笠間支所福祉課（内線 72132）、岩間支所福祉課（内線 73174） 

  ㉜笠間公民館「パソコン教室 オリジナル年賀状作成」の参加者を募集します      
 
 時節柄、そろそろ年賀状が気になる頃になりました。例年、年末になると年賀状作りに大忙し

という方、今年は早めに準備してみませんか。 

日時 12月 9日（土）、10日（日）のどちらか一日 午前 9時 30分～11時 50分 

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

内容 ワードを使ってイラストや写真を配置して、年賀状を作成します。 

講師 （特非）なかなかワーク 

対象 市内在住・在勤の方、ワードの基礎操作ができる方 

定員 12名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 500円（受講料、資料代を含む） 

持ち物 ワードおよびエクセル 2007以降がインストールされたパソコン、写真またはイラスト 

のデータ 

申込方法 最寄りの公民館窓口で直接または講座名、郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、電話 

番号を記入の上、はがき、FAXでお申し込みください。なお、電話での申し込みはで 

きません。FAXで申し込む場合は、必ず受信確認の電話をお願いします。 

※募集人員に満たないときは、開講できない場合がありますので、ご了承ください。 

申込期限 11月 30日（木）必着 

受付時間 午前 9時～午後 5時 15分（月曜日休館） 

申 笠間公民館 FAX 0296-72-2103 〒309-1613 笠間市石井 2068-1 

友部公民館 FAX 0296-78-3278 〒309-1737 笠間市中央 3-3-6 

岩間公民館 FAX 0299-45-7612 〒319-0294 笠間市下郷 5140 

問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 

           ㉝認知症相談会の参加者を募集します               
 
 最近物忘れが進み、生活に不安を感じる等、認知症に関する心配事や困り事に、経験豊富な専門職

が対応します。本人はもちろん、家族からの相談にも応じますので、お気軽にお申し込みください。 

日時 12月 7日（木）午前 9時 30分～11時 30分 

場所 地域包括支援センター（笠間市中央 3-2-1） 

内容 面接による個別相談（1組につき 1時間程度） 

担当者 笠間市立病院 作業療法士 後閑
ごかん

 良
りょう

平
へい

さん  

    ※作業療法士は、認知症対応に特に多くの経験を持つリハビリ専門職です。重症化予防を 

目的に活動する認知症初期集中支援チームの一員でもあります。 

対象 市内在住の方  

定員 2名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期限 11月 30日（木） 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

 


